
 
赤土等流出防止 重点監視海域（案）の選定の考え方 

 
 
１．海域区分の設定 
地形、流れ、赤土等の動態を考慮した海域区分を設定。 

 
 
２．重点監視海域（案）の選定手順 
 監視海域を対象に３段階のスクリーニングを行い、選定。 
 
 
 

監視海域を対象 
 

 
【１次スクリーニング】 

赤土の堆積が顕著であること 
（指標項目）SPSS（底質中懸濁物質含量） 

 
 
【２次スクリーニング】 

海域環境保全の観点から守るべき自然・社会環境があること 
（指標項目）重要なサンゴ礁海域に指定されている海域 等 

 
 
【３次スクリーニング】 

その他、特筆すべき事由があること 
（指標項目）農地対策マスタープランの有無 等 
 
 

重点監視海域を選定 
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